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支えあう心
あなたの支えが
救援の力となります

全日本仏教会　救援基金　寄附金ご協力のお願い

　本会では、国内外における災害救援や人道的支援等に対し、緊急且つ迅速な対応をすべく、常
時救援基金を開設いたしております。

　これまで主に激甚災害など、甚大な被害が発生した災害に対する特定の災害への寄附金とし
て、皆さまから寄附金をお預かりしてまいりました。しかしながら、近年、毎年のように大きな自
然災害に見舞われ、多くの被害が発生しております。災害支援に柔軟に対応する為、本会では、今
後、特定の災害に限定した指定寄附金ではなく、使途を広く災害救援並びに人道支援等の支援活
動に対する寄附金としてお預かりさせていただきます。

お寄せいただいた寄附金は、被害状況などを考慮し、加盟団体や関係機関等に寄託し、現地の救
援活動を支援する他、災害救援活動助成金として、被災地でボランティア活動・保養活動を行っ
ている団体へ助成金として使用してまいります。

誠に恐れ入りますが、趣旨をご理解いただき、皆さまの温かいご支援を、本会「救援基金」までお
寄せいただきますようお願い申しあげます
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　SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、国連

に加盟する193の国と地域によって2015年に全会一致で採択された国際社会共通の目標

です。2030年までに世界が目指すべき17の目標（上の各アイコンを参照）と、それぞれに

対応するより具体的な169個の目標を「持続可能な開発のための2030アジェンダ」として

定めました。

　本会は、2018年に開催したWFB世界仏教徒会議日本大会において「2018年東京宣言」

を発表し、「私たちは国連の持続可能な開発目標（SDGs）の実現を支援します」と宣言しま

した。現在、世界各地で起こる自然災害での被災によって困難な生活を送る方々、また経済

的な困窮により苦しむ方々、差別を受け悲しみの中にいる方々など、様々な問題に対し取

り組む仏教者を支援し、宣言の具体化を進めています。

　本誌においては、642号でLGBTを、643号で仏陀の教えとSDGsの親和性の高さを、644

号では過疎地の活性化を、645号では環境問題を取り上げてきました。本号では、仏教と女

性をテーマに本会が主催したシンポジウム「現代社会における仏教の平等性とは ～女性

の視点から考える～」を取り上げます。
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田中 宥弘／ 千葉県船橋市正延寺副住職 /真言宗豊山派総合研究院布教研究所常勤研究員
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　第33期国際交流審議会で、ＳＤＧｓの「誰一人として取り残さない」という理念を全日仏が具体化す
るための議論にかかわった立場から、今回のシンポジウムについてコメントしてみたい。ジェンダー
の視点は、ＳＤＧｓのあらゆる分野の目標の実現に必要であるにもかかわらず、審議会ではジェン
ダー平等に取り組んでいると明言した教団はほぼ皆無であった（啓発ポスターを掲示して、いわゆる
「やってる感」を出すだけでは不十分であろう）。例えば、コロナ禍で人々に寄り添う宗教者の重要性が
強調されるが、コロナ禍では、女性が多くを占めるケア従事者により大きいリスクがもたらされるよ
うに、パンデミックもジェンダーと無関係ではない。
　戸松理事長が示したように、全日仏は以前より多くの女性を各種委員会に登用するようになってき
たが、執行部が変わることで退行しないように制度化を希望したい。多様性を取り込むことで組織は
変容し前進していくと、村木氏は強調した。もちろん、従来の教団内の男女の落差をそのままにして女
性を労働力の活用のために取り込むのでは意味がなく、女性が意思決定の場に参画できるようにして
いくための「マネジメント」が重要である。また、仏教系の大学で、女性研究者の数が増えて仏教とジェ
ンダーの研究が推進されることが強く望まれる。その意味で、今春、龍谷大学に「ジェンダーと宗教研究
センター（ＧＲＲＣ）」が創設されたことは快挙である。
　岡田師が、仏教では男女は無差別平等であると説いていたが、そうであればなぜ現状ではそうなって
いないのかが問いただされるべきである。残念ながら今回のシンポジウムでは、女性議員の数など数値
化できる差別以外の、教団内の性差別的な具体例は挙げられなかったので、そのことについては岡田師
と筆者も執筆している『現代日本の仏教と女性　文化の越境とジェンダー』（那須、本
多、碧海編、法蔵館、2019年）を読んでいただきたい。
　田中氏が述べたように、仏教は権力に対抗する力を持つ。日本仏教を日本の良き
「伝統」の代表として無批判にほめそやすのではなく、ジェンダーの視点から再考し
てほしい。ジェンダーは自己の立ち位置を見つめなおし、他者の痛みに共感する手が
かりとなりえる。さらに、寺を開放することが強調されるあまり、現場で担い手とな
る女性たちの意思がないがしろにされるのは不当に思える。寺院内の主従関係や性
別役割を改善し、人間関係が平等に開かれた寺にすることが、まず求められる。
　多様な登壇者を起用した画期的なシンポジウムであったことは間違いないが、アーユスやシャン
ティなどの仏教系ＮＧＯの現場でジェンダー平等に向けた取り組みを行っている女性が加わってもよ
かったと思う。パネリストの女性たちの洞察が現状に変化をもたらす力になることを強く願う。ジェン
ダー平等の視点から再建された仏教を全日仏から発信し、性別にかかわりなく一人一人の尊厳が尊重
される社会に近づいていってほしい。
付記　筆者の「宗門における男女共同参画の推進のために」は『全仏』525号（2007年1月）に掲載されて
いるのでそちらも参照されたい。

川橋範子（第33期国際交流審議会委員、曹洞宗寺族）
プリンストン大学大学院卒。専門は宗教学、文化人類学。2020年より国際日本文化研究セ
ンター客員教授、南山宗教文化研究所客員研究員、龍谷大学ジェンダーと宗教研究セン
ター研究員。
主な著書・共編著に『妻帯仏教の民族誌　ジェンダー宗教学からのアプローチ』（人文書
院、2012年）、『宗教とジェンダーのポリティクス　フェミニスト人類学のまなざし』（昭
和堂、2016年）。
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令
和
二
年
八
月
六
日（
木
）、安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
宛

に「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
関
す
る
見
解

並
び
に
要
請
」文
書
を
、自
由
民
主
党
本
部
に
お
い
て
戸
松

義
晴（
本
会
理
事
長
）か
ら
山
口
泰
明
氏（
自
由
民
主
党
組
織

運
動
本
部
長
）へ
手
交
い
た
し
ま
し
た
。

　

　
令
和
二
年
七
月
二
十
九
日
、全
日
本
仏
教

会
会
議
室
に
お
い
て
、第
一
回
社
会・人
権
審

議
会
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
し
ま
し
た
。会

議
に
先
立
ち
、正
副
委
員
長
の
選
出
が
行
わ

れ
、委
員
長
に
安
孫
子
高
宏
委
員（
曹
洞
宗
）、

副
委
員
長
に
岡
田
真
水
委
員（
日
蓮
宗
）の
二

名
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。続
き
、画
面
上
で
木

全
事
務
総
長
よ
り
我
孫
子
委
員
長
へ
理
事
長

諮
問
が
手
交
さ
れ
ま
し
た
。

　
理
事
長
諮
問「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神

社
公
式
参
拝
に
つ
い
て
の
要
請
」に
つ
い
て

は
、理
事
会
に
お
い
て
、本
年
も「
靖
国
神
社

公
式
参
拝
に
つ
い
て
の
要
請
」を
提
出
す
べ

き
で
あ
る
と
の
意
見
を
ふ
ま
え
、内
容
を
精

査
し
、全
会
一
致
で
要
望
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
続
き
、理
事
長
諮
問「
死
刑
制
度
を
問
う
と

き
、い
の
ち
の
尊
厳
と
人
権
的
見
地
か
ら
仏

教
者
は
な
に
を
す
べ
き
か
」に
つ
い
て
は
、前

期
の
答
申
を
ふ
ま
え
、仏
教
界
と
し
て
の
取

り
組
み
の
具
現
化
を
要
旨
と
し
て
い
る
こ
と

が
事
務
総
長
よ
り
説
明
さ
れ
ま
し
た
。種
々

意
見
を
交
わ
す
中
で
、次
回
よ
り
議
論
を
深

め
て
い
く
こ
と
と
し
て
終
了
し
、閉
会
し
ま

し
た
。

【
第
一
回
社
会・人
権
審
議
会
概
要
】

日
　
　
時
：
令
和
二
年
七
月
二
十
九
日（
水
）

　
　
　
　   

午
前
十
時
〜

場
　
　
所：全
日
本
仏
教
会
会
議
室

　
　
　
　  （
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
）

出
席
委
員：九
名（
十
四
名
中
）

出
席
理
事：三
名

出
席
事
務
総
局：四
名

〇
進
行
内
容

　「
三
帰
依
文
」唱
和

　
事
務
総
長
挨
拶

　
委
員・担
当
理
事・担
当
事
務
総
局
員
紹
介

　
正
副
委
員
長
選
出

　
諮
問
書
手
交

　
審
議

　
次
回
以
降
の
審
議
内
容
の
確
認

〇
出
席
者（
順
不
同・敬
称
略
）

〈
委
員
〉

　
我
孫
子
高
宏（
曹
洞
宗
）

　
宇
野
哲
哉（
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
）

　
伴
　
乃
昶（
浄
土
宗
）

　
佐
々
木
基
文（
高
野
山
真
言
宗
）

　
林
　
光
俊（
天
台
宗
）

　
株
橋
隆
真（
法
華
宗〔
本
門
流
〕）

　
梨
本
三
千
代（
全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
）

　
岡
田
真
水（
学
識
経
験
者
）

　
小
池
達
子（
学
識
経
験
者
）

〈
理
事
〉

　
戸
松
義
晴（
浄
土
宗
）

　
三
原
正
資（
日
蓮
宗
）

　
上
沼
雅
龍（
臨
済
宗
妙
心
寺
派
）

〈
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
〉

　
長
谷
川
正
浩（
顧
問
弁
護
士
）

第
三
十
四
期
第
一
回

社
会
・
人
権
審
議
会
開
催

「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
に
関
す
る

見
解
並
び
に
要
請
」文
書
提
出

現代社会における仏教の平等性とは
 ～女性の視点から考える～」によせて

「<仏教とSDGs>

現代社会における仏教の平等性とは ～女性の視点から考える～
仏教とSDGs
特 集
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本会からの報告TO P I XJ A P AN  B UDDH I S T  F E D E R A T I ON

お問い合わせは本会まで<03-3437-9275>

「
救
援
基
金
」寄
附
者
一
覧

ご
支
援
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

総
計
　二
　
一
七
四
　
一
七
三
円

賛
助
会
員
募
集

本
会
で
は
賛
助
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。全
国
の
ご
寺
院
を
は
じ
め
、企
業
や
団

体
、個
人
と
し
て
ご
入
会
い
た
だ
け
ま
す
。入
会
等
の
詳
細
は
本
会
w
e
b
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.jbf.ne.jp/about/about_index/about_m

em
ber

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
八
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日
】

（
時
系
列
順・敬
称
略
）

齊
藤
清
美
　（
福
岡
県
） 

 

 

高
橋
裕
　（
広
島
県
） 

 

 

真
言
宗
御
室
派
　
太
福
寺
　
佐
久
間 

大
道 （
兵
庫
県
）

全
日
本
葬
祭
業
協
同
組
合
連
合
会
 

 

精
明
寺
　
疋
田 

哲
壽
　（
鳥
取
県
） 

 

玄
向
寺
　
荻
須 

眞
教
　（
長
野
県
） 

 

龍
泉
寺
　（
神
奈
川
県
） 

 

 

一
隅
を
照
ら
す
運
動
総
本
部
　
地
球
救
援
事
務
局

護
勢
寺
　
菅
原 

公
宇
　（
宮
城
県
） 

 

宮
崎
県
仏
教
連
合
会
 

 

 

一
般
社
団
法
人
日
本
石
材
産
業
協
会
 
 

妙
定
院 

小
林 

正
道
　（
東
京
都
） 

 

テ
ィ
ケ
イ 

ヘ
ン
デ
ル
ア
ー
ト
　
黒
塚 

利
治

金
峯
山
修
験
本
宗

Ｆ
Ｔ
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社
 
 

 

Ｆ
Ｔ
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社
　
嶋
田
学

玉
林
寺
　
長
谷
琢
堂
　（
東
京
都
）

福
祥
寺（
須
磨
寺
）  

 

新
潟
県
仏
教
会
 
 

 

西
山
浄
土
宗
 

 

 

本
門
佛
立
宗
　
宗
務
本
庁
 
 

 

時
宗
宗
務
所
 

 

 

吉
祥
院
　
曽
我 

龍
慶
　（
兵
庫
県
）

一
般
財
団
法
人
埼
玉
県
佛
教
会

臨
済
宗
妙
心
寺
派
  

 

武
田 

昭
英
　（
広
島
県
） 

 

 

山
梨
県
仏
教
会
 
 

 

茨
城
県
仏
教
会
 
 

 

全
日
本
宗
教
用
具
協
同
組
合

築
地
本
願
寺

匿
名
希
望
　
七
件
  

 

「
賛
助
会
員
」新
規
入
会
者
一
覧

〈
個
人
会
員
〉

田
邉 

学
成
　（
岡
山
県
）

ご
入
会
、誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

【
二
〇
二
〇（
令
和
二
）年
八
月
一
日
〜
八
月
三
十
一
日
】

                               （
時
系
列
順・敬
称
略
）

,

,

令
和
二
年
七
月

豪
雨
被
災
状
況
報
告

（
都
道
府
県
別
）

　
令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
、全
日
本
仏
教

会
に
お
い
て
公
開
W
E
B
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
仏
教
と
S
D
G
ｓ
　
現
代
社
会
に
お
け
る

仏
教
の
平
等
性
と
は
〜
女
性
の
視
点
か
ら
考

え
る
〜
」を
開
催
し
ま
し
た
。

　
日
本
は
平
成
十
一
年
に
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
を
制
定
し
、性
別
に
基
づ
く
社

会
的
属
性
を
見
直
し
、男
女
問
わ
ず
全
て
の

個
人
が
対
等
な
社
会
の
構
成
員
と
し
て
能

力
や
個
性
を
十
分
に
発
揮
し
、活
動
に
参
画

す
る
機
会
の
平
等
を
目
指
し
て
い
ま
す
。し

か
し
、世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数

２
０
２
０
」で
は
、日
本
の
男
女

格
差
指
数
は
一
五
三
ヵ
国
中
一

二
一
位
で
す
。（
内
閣
府
男
女
共

同
参
画
局『
共
同
参
画
』３
・
４

月
号
参
照
）

　
歴
史
的
に
男
性
社
会
と
い
わ

れ
た
仏
教
界
で
も
、宗
派
や
団
体

や
寺
院
で
女
性
が
活
躍
し
、意
思

決
定
等
の
重
要
な
役
職
に
つ
く

機
会
は
少
な
い
の
が
現
状
で
す
。

一
方
で
檀
家
・
門
徒
・
信
徒
等
に

目
を
向
け
る
と
、各
家
庭
で
は
女

性
の
意
見
が
重
視
さ
れ
、女
性
の

単
身
世
帯
数
も
増
加
傾
向
に
あ

り
ま
す
。

　
こ
の
現
状
か
ら
女
性
の
視
点

で
仏
教
界
を
見
つ
め
直
し
、現
代

社
会
に
お
け
る
女
性
の
社
会
参

　
本
年
七
月
十
五
日
、W
F
B
世
界
仏
教
徒
連

盟
パ
ン
・ワ
ナ
メ
ッ
テ
ィ
会
長
よ
り
、令
和
二

年
七
月
豪
雨
に
対
す
る
人
道
支
援
と
し
て
、約

三
三
四
万
円
の
義
援
金
が
全
日
本
仏
教
会
へ

寄
託
さ
れ
ま
し
た
。

　
添
え
ら
れ
た
お
見
舞
い
文
に
は
、「
W
F
B

は
W
F
B
Y
、W
B
U
、各
国
地
域
セ
ン
タ
ー
、

関
係
団
体
の
メ
ン
バ
ー
は
、危
機
と
苦
難
の
中

に
あ
る
日
本
の
皆
さ
ま
の
悲
し
み
を
共
有
し

て
い
ま
す
」と
述
べ
ら
れ
、続
き
、W
F
B
で
は

関
係
団
体
へ
も
更
な
る
募
金
の
呼
び
か
け
を

行
い
、三
宝
の
加
護
と
神
聖
な
る
力
に
よ
っ

て
、日
本
の
人
々
が
被
害
か
ら
守
ら
れ
、早
い

復
旧
を
祈
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

画
や
問
題
点
、仏
教
に
お
け
る
環
境
と
の
関

係
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
等
の
様
々
な
視
点
か

ら
、現
代
社
会
に
お
け
る
仏
教
の
平
等
性
を

考
え
て
い
く
機
会
と
し
ま
し
た
。

　
詳
細
は
、本
号
の
特
集
ま
た
は
動
画
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

公
開
W
B
F
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
仏
教
と
S
D
G
s
」開
催

W
F
B
世
界
仏
教
徒
連
盟
か
ら

全
日
本
仏
教
会
へ

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
対
す
る

義
援
金
寄
託

　
本
年
七
月
二
十
七
日
、全
日
本
仏
教
会
は
、

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
対
す
る
義
援
金
と
し

て
、W
F
B
世
界
仏
教
徒
連
盟
に
よ
る
義
援
金

と
本
会
の
救
援
基
金
の
合
わ
せ
て
五
〇
〇
万

円
を
、熊
本
県
仏
教
会
伊
藤
公
明
会
長
、濵
田

義
正
副
会
長
に
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
寄
託
し
ま

し
た
。 全

日
本
仏
教
会
よ
り

熊
本
県
仏
教
会
へ
、

令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
対
す
る

義
援
金
寄
託

岩
手
県

山
形
県

長
野
県

岐
阜
県

静
岡
県

愛
知
県

京
都
府

大
阪
府

島
根
県

岡
山
県

広
島
県

山
口
県

愛
媛
県

福
岡
県

佐
賀
県

長
崎
県

熊
本
県

大
分
県

11517235112332271314311

総
被
災
数　
141
ヶ
寺

被
災
数

都
道
府
県※

９
月
１４
日
の
状
況
と
な
り
ま
す
。
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第１部

第２部

https://www.youtube.com/
watch?v=23oVH3V1zxs 

https://www.youtube.com/
watch?v=0vzEYKa3nUA



宗教法人運営のための
法律入門

宗教法人の管理運営　11

作成・監修 弁護士　長谷川正浩

仮代表役員・仮責任役員①

「
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
（
仏
法
僧
）」
で
は
専
門
家
や
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
や
内
容
を
心
が
け
て
、

日
々
の
生
活
に
役
立
ち
活
か
し
て
い
け
る
法
話
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

法
話

11

ぶ
っ
ぽ
う
そ
う

　「あいつはなんて使えない部下なんだ」「あの上司は私の気持ちがわかっていな
い」。どの会社でも似た境遇に悩む人は大勢います。部下に仕事を依頼しても、要領
の悪さに結局は自分でやってしまったり、上司から引き継いだ仕事を、良かれと
思って方法を変えてしまい怒られたりと、職場の悩みのほとんどが人間関係と
いっても過言ではないでしょう。
　臨床の現場で働く人には「他人の気持ちは理解できない」という考えを持つ人も
います。これは、人の気持ちを考えずに行動するのではなく、他人の気持ちを深く
理解するための心構えだということです。
　相手がどう思っているのか分からないからこそ、相手に寄り添い、相手の立場で
物事を考えます。簡単に「気持ちは分かる」と相手の心情を決めつけてしまうと、相
手との心の距離が開くばかりではなく、溝を作ることになりかねません。
　仕事を依頼した上司は「これくらいの作業なら問題なくできるだろう」という決
めつけをしています。気持ちを理解してほしい部下は「上司なら私の気持ちを理解
してくれるはずだ」という固定観念を持っているのです。それらを裏切られたと
き、人は苛立ちを感じてしまいます。
　仕事の話だけではなく、日常も同じことです。リモコンでテレビをつけようとボ
タンを押したけど画面は暗いままのとき、故障しているとリモコンをたたいた経
験を持つ人は少なくないでしょう。ボタンを押せばテレビがつくという「決めつ
け」です。少し考えてみれば電池が切れているだけという真実にたどり着きます。
　通勤の途中、いつも買う自動販売機のコーヒーが売り切れていたとき、機械に向
かって舌打ちをする人もいるでしょう。いつも売っているのだから今日もあると
いう「固定観念」が裏切られて腹を立てるのです。
　『般若心経』というお経の中に「無罣礙故無有恐怖」という一説があります。書き
下すと「罣礙無きが故に恐怖有ること無し」です。「罣礙」とは網や覆いのことであ
り、悟りへの妨げになるもの、悟りを覆い隠すものという意味をなして
います。
　固定観念や決めつけは「罣礙」に他なりません。「こうあるはずだ、そ
うであるべきだ」と決めつけて考えてしまうと、裏切られたときに苛立
ちを覚えます。般若心経はそれを恐怖としました。
　些細な日常から人の気持ちまで、決めつけることなく柔軟に考える
ことで、余計な苛立ちを避けることができるのです。

　仮責任役員と仮代表役員は，前に述べた代務者と同様に，責任役員及び代表役員に代わってその職務を行う者です。

田中 宥弘プロフィール

＜仮（代表・責任）役員とは＞　

　代務者は，責任役員や代表役員が長期の病気になったり，死亡あるいは行方不明になったりして欠けた場合や，何らかの
事情で３カ月以上その職務を果たすことができなくなった場合などの，いわば緊急な場合臨時におかれる機関です（宗教法
人法第２０条）。
　これに対して仮責任役員と仮代表役員は次のような場合に置かれます。つまり代表役員と責任役員は，宗教法人の役員と
してその管理運営には法人の目的と利益に沿った運営責任と注意をもってあたることが求められています。ところが場合
によっては，役員の個人的な利益と宗教法人の利益がぶつかり合うことが起きます。そういう場合に宗教法人の利益に沿っ
た管理運営を維持するために，仮役員が設置されるのです。

＜代務者との違い＞　

　例えば，役員個人が宗教法人に土地を売るような場合を考えてみてください。値段１つ決めるにしても売り手と買い手の利害
は対立します。一人の役員が，売り主の立場で売り値を決め，同時に買い主の立場で宗教法人が買い取る値段を決めなければなり
ません。
　このような場合，双方の利害が対立するわけですから，宗教法人の役員は一時的に仮役員に交代してもらおうというものです。

＜設置の理由＞

　責任役員は，その責任役員と特別の利害関係がある事項については議決権をもちません（宗教法人法第２１条２項）。そう
なると議決に加わることのできる責任役員の員数が減ることになり，場合によっては事務の決定ができなくなってしまいま
す。こうした事態が生じないようにするために，仮責任役員が置かれます。

仮責任役員

　ところで仮責任役員の場合には，後に述べる仮代表役員のように，特別の利害関係が生じた場合に直ちに設置するという
ことではありません（宗教法人法第２１条２項）。通常，宗教法人の意思決定は責任役員会の議決によって行われます。その
運営が他の責任役員によって支障なく行われるならば，仮責任役員を選ぶ必要はありません。法人の活動を停滞させること
にはならないからです。

＜仮責任役員を選ぶ必要のない場合＞

　責任役員が議決権を有しない場合の特別利害関係事項とは，次回に説明する仮代表役員のところで説明する利益相反事
項を含んだ広い意味に把えられています。利益相反事項とは法人とその役員との間で利益が相反する事項のことです。
　特別の利害関係事項の中には，ある特定の責任役員の人事に関する事項，法人と責任役員との間の訴訟遂行に関する事
項，特定の責任役員が法人の職務として受ける報酬・退職金等に関する事項等が含まれるとされています。しかしこれに対
して，責任役員全員に関する懲戒処分や報酬等に関する規定を改正するような場合は，特別利害関係に当たらないとされて
います。また，「責任役員の互選で代表役員を選ぶ場合に，代表役員の候補者となった責任役員がその事項の議決に加わるこ
とは特別利害関係に当たるものではない。」とした判例があります。

＜特別利害関係とは＞

　仮責任役員は，責任役員と特別の利害関係のある事項についてその責任役員に代わって職務を行います（宗教法人法第２
１条３項）。規則に別段の定めがない限りその職務は責任役員と同一です。そして，この特別の利害関係のある事項について
の事務処理が終われば任務は終了し，そこで退任することになります。
　仮責任役員は，次回に述べる仮代表役員と同様に宗教法人の機関です。従って責任役員の代理人ではありません。

＜職務＞　

　仮責任役員の資格・選任方法・任期等については，次回に述べる仮代表役員の場合と同じです。
＜資格・任期＞　

「売り切れ」に腹を立てるとき

（たなか ゆうこう）
 千葉県船橋市正延寺副住職/真言宗豊山派総合研究院布教研究所常勤研究員。
1982年2月15日（涅槃会）生。お釈迦さまが入滅した日に生まれた。法話をはじめとし、どうすれば仏教を分かりやすく伝えられ
るのか日々、夜も寝ないで頭をかかえ、昼寝に勤しむ。写仏や御詠歌など地域密着寺院のお坊さんとして活動している。ちなみに
妹は豊山中興祖の入滅日生まれと、何かと仏教に縁が深い。
共著：『VS仏教  “ブッタの教え″は現代の悩みに勝てるのか!?』
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支えあう心
あなたの支えが
救援の力となります

全日本仏教会　救援基金　寄附金ご協力のお願い

　本会では、国内外における災害救援や人道的支援等に対し、緊急且つ迅速な対応をすべく、常
時救援基金を開設いたしております。

　これまで主に激甚災害など、甚大な被害が発生した災害に対する特定の災害への寄附金とし
て、皆さまから寄附金をお預かりしてまいりました。しかしながら、近年、毎年のように大きな自
然災害に見舞われ、多くの被害が発生しております。災害支援に柔軟に対応する為、本会では、今
後、特定の災害に限定した指定寄附金ではなく、使途を広く災害救援並びに人道支援等の支援活
動に対する寄附金としてお預かりさせていただきます。

お寄せいただいた寄附金は、被害状況などを考慮し、加盟団体や関係機関等に寄託し、現地の救
援活動を支援する他、災害救援活動助成金として、被災地でボランティア活動・保養活動を行っ
ている団体へ助成金として使用してまいります。

誠に恐れ入りますが、趣旨をご理解いただき、皆さまの温かいご支援を、本会「救援基金」までお
寄せいただきますようお願い申しあげます

発行:〈公財〉全日本仏教会　財務部　〒105-0011　東京都港区芝公園4-7-4明照会館2階　TEL03-3437-9275

救 援 基 金 寄 附 金 受 付 先
【郵便振替口座】 口座番号 00110-9-704834
 口座名義 全日本仏教会救援基金
【銀行振込口座】 金融機関 三井住友信託銀行
 支　　店　 芝営業部
 口座番号　 普通　0973031
 口座名義　 公益財団法人　全日本仏教会　理事長　戸松義晴

コウエキザイダンホウジン　ゼンニホンブッキョウカイ　リジチョウ　  トマツ  ヨシハル
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